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１ 主旨 

  この指針は、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス提供に当たり、多様な介護ニ

ーズに対応する柔軟な介護サービスの提供を確保するため、中野区指定地域密着型サービスの事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第３２条第２項に基づいて、指定訪問介護事

業所と指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の連携サービス （以下「定期巡回連携型サ

ービス」という。）を行う際の基準を定めるものである。 

 

２ 業務の委託 

  定期巡回連携型サービスに参加する指定定期巡回・随時対応型訪問介護事業者（以下「委託者」）

は、中野区から指定を受けた「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を実施するにあたり、

当該事業に関する以下の業務（以下「本業務」という）を指定訪問介護事業者（以下「受託者」）

に委託することができる。委託業務の内容及び資格要件については、別表で定める。 

⑴ 定期巡回サービスの提供に係る業務 

⑵ 随時訪問サービスの提供に係る業務 

⑶ サービス利用者の生活アセスメントに係る業務 

⑷ 定期巡回サービス及び随時訪問サービスの付随業務 

 

３ 委託業務に関する必要な知識等の伝達 

  委託者は、受託者が２に定める業務を実施するにあたり適切に業務を実施できるよう、指定定

期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に必要な知識等を伝達しなければならない。 

 

４ 再委託の禁止 

 受託者は、本業務の全部または一部を第三者に再委託できない。 

 

５ 全てのサービスの委託の禁止 

  同一時間帯において、全ての利用者に対する定期巡回サービス及び随時訪問サービスの全てを

委託することはできない。 

 

６ 利用者への説明及び同意 

 定期巡回連携型サービスの提供開始に際し、中野区が定める条例に基づいて行うサービスの

「内容及び手続の説明及び同意」に当たっては、可能な限り受託者も同席の上、本指針に基づく

サービス提供の内容を利用者に伝えるとともに、委託者及び受託者が連携してサービス提供の内

容を利用者に伝えるとともに、委託者及び受託者が連携してサービスを提供することについて同

意を得なければならない。 

 

７ 指針の見直し 

本指針で定めた事項について、制度改正、介護報酬改定、その他運用実績等を踏まえて改定の

必要が認められた場合については、適宜見直しを行う。 

 

 



別表１（委託業務内容） 

業務種別 委託内容 

定期巡回サービス 利用者に対し、あらかじめ作成された居宅サービス計画、定期巡回・

随時対応型訪問介護看護計画に基づき、利用者の居宅を１日複数回定

期的に訪問し、利用者の在宅での日常生活を支えるために必要な援助

を提供する業務。 

随時訪問サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所のオペレーターの要請に基

づき、速やかに利用者宅を訪問し、必要に応じて介護サービスの提供

や緊急連絡先への連絡を行う業務。 

生活アセスメント 受託者が定期巡回サービス及び随時訪問サービス（以下、「本件サー

ビス」という）により利用者宅を訪問した場合又は必要に応じて実施

した聞き取り等により把握した、利用者の心身の状況・生活環境等の

変化に関する情報や、サービス内容の見直しの必要性に関する意見等

を、毎月月末に委託者に報告するものとする。なお、月途中に利用者

の心身の状況の変化等が生じた場合には、必要に応じた情報連携を行

うものとする。 

その他付随する業務 受託者は本件サービスの提供を行うにあたり、必要に応じて利用者に

対して本件サービスに関する説明及びその補足を行うものとする。 

※利用者の居宅の入居に関する鍵管理が発生した場合においては、預

かり状の取り交わしを行うなど、細心の注意を払うこととする。 

 

別表２（資格要件） 

業務種別 資格要件 

定期巡回サービスに従事

する職員 

中野区指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例で定める資格要件 

随時訪問サービスに従事

する職員 

中野区指定地域密着型サービスの人員、設備及び運営の基準等に関す

る条例で定める資格要件 

 


